
<運送会社の経営情報> 

｢雇用・労働｣｢社会保険｣の変更及び留意事項 

新年度に入り、4月以降の労働保険・社会保険及び関連事項について次の通り変更となりました。 

1.雇用保険料率が引下げられました 

雇用保険料率(失業等給付)は、労働者負担・事業主負担とも1／1000ずつ引き下げられました。また、雇用

保険二事業の保険料率も0.5／1000引き下げられました。 

これにより、一般の事業の雇用保険料率は11／1000(労働者負担4／1000＋事業主負担7／1000)となります。

(平成27年度は13.5／1000)。 

2.障害者に対する差別が禁止されます 

すべての事業主を対象に、募集・採用、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待

遇について、障害者に対する差別が禁止されました。 

また、障害者一人一人の状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が求められることとなりました。

(ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りではありません)。 

3.女性の活躍推進に向けた計画の策定・届出が必要になります 

常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、女性の活躍推進に向けた一般行動計画の策定・

届出や情報公表等が義務付けられました。 

具体的な内容は、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定・届出・公表、(3)自社

の女性の活躍に関する情報公表等となっています。 

尚、労働者300人以下の企業の場合は努力義務となっており、当面はこれらの計画の策定、届出は免除さ

れています。 

4.健康保険の標準報酬月額が変更されました 

健康保険の標準報酬月額の上限が、47等級(121万円)から50等級(標準報酬月額139万円。報酬月額

1,355,000円以上)に引き上げられました。 

併せて、標準賞与額の年間上限が540万円から573万円に引き上げらました。 

報酬月額の高い役員等の方にとっては負担増となります。 

5.平成28年度の年金額は据え置きになります 

平成28年度の老齢基礎年金は、昨年度から据え置き、満額月65,008円となります。 

平成28年度の国民年金保険料額は月16,260円(平成27年度15,590円)です。 

<留意事項>｢残業80時間｣で立入り調査の対象になります 

政府は、労働基準監督官による立入り調査について、1か月の残業時間の基準の引下げ(100時間→80

時間)を検討していることを明らかにし、この程新聞でも大きく報じられました。長時間労働に歯止

めをかけるため指導を強化し、子育て中の女性や高齢者が働きやすい環境を整えることがねらいで、

対象者は300万人(2.7倍)に拡大することが予想されています。

※※共栄ニュースはe-メールによる配信も承ります。※※ 

ご要望の際はメールアドレスをFAX(06-6535-7517)までご連絡ください。

〒550-0011 大阪市西区阿波座1丁目15番7号

TEL(06)-6535-7511  FAX(06)-6535-7517

E-ma i l  o s a k a@ k y oe i s y s t em . c o . j p
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